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都道府県による景観条例の制定状況と運用実態 

 

     

 

7.都市計画－6.景観と都市設計 都市計画 

景観法 景観条例 広域景観 景観行政 

1 背景と目的                      

 2004年，それまでの地方公共団体による自主条例と

しての景観条例に基づく行為の届出勧告といったソフ

トな手法では，強制力がないなどの一定の限界 1）に対

応するため，景観法が公布された。景観法は，我が国

初の，景観に関する総合的な法律として景観を整備・

保全するための基本理念を明確にし，住民，事業者，

行政の責務を明確化している。さらに，実効法として

の，景観形成のための行為規制を行う仕組みや支援の

仕組みも備えている 1）。景観法が施行され，強制力を

伴う景観形成を推進することが可能となり，景観条例

などの旧自主条例をもとに景観計画を策定している。

現在，景観行政団体は598団体，景観計画は338団体

（2013年9月30日時点）存在する。また，景観には，

市町村域を超えた広域的な景観も存在している。この

ような場合，広域景観に関係する景観行政団体が連携

して景観の保全に取り組む必要があり，都道府県行政

においては支援，誘導の役割が求められる。しかし，

景観法に基づく景観計画を策定している都道府県は

20自治体（2013年9月30日時点）にとどまっている。 

広域景観に関する既往研究には，初期に策定された

景観計画の構成から景観課題や他の制度との連動の必

要性を指摘した研究 2）や，行政界を超える眺望景観保

全に関する研究 3），広域景観計画策定プロセスに関す

る研究 4）がある。また，広域景観計画の区域の設定や

景観形成基準などの計画内容の傾向を明らかにした研

究 5）があるが，景観計画を策定していない都道府県が

半数以上あるにも関わらず，これらの都道府県での景

観に関する取り組みは明らかにされていない。 

そこで，本研究では都道府県が制定した景観条例を

対象とし，その中で景観計画や景観法に委任しない独

自の取り組みがどのように定められ，広域の景観形成

を推進しているかを明らかにすることを目的とする。 

 

 

2 研究の対象と方法                    

 本研究では，都道府県が制定した 39 件の景観条例

（表 1）を対象とした。それらの景観条例の制定状況

や地域指定の方法，届出対象行為の設定状況の傾向を

明らかにする。 

3 都道府県の景観条例の制定状況              

 都道府県による景観条例は 1984 年のふるさと滋賀

の風景を守り育てる条例からはじまり，2004年の景観

法公布までに23件の景観条例が制定された。また，景

観法公布以降に16件の景観条例が公布されている。さ

らに景観法公布以前に制定された 23 件の景観条例の

うち，大分県沿道の景観保全等に関する条例を除く22 
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表1 都道府県の景観条例の制定状況    
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件の景観条例が改正されている。しかし，現在景観条

例を施行している39自治体のうち，景観法に基づく景

観計画を策定しているのは 20 件と半数以下にとどま

っている。景観条例が制定された時期の分布に関して

は，1993年に5件とピークを迎えたあと，横ばいであ

ったが，2004年の景観法公布以降2009年までに16件

の景観条例が公布されている。また，最新の改正年の

分布に関しては，景観法公布から5年後の2009年の7

件をピークに2012年までに22件の景観条例が改正さ

れた。しかし，景観法に基づく景観計画を策定してい

る都道府県は20にとどまっており，景観法公布以降に

条例が制定または改正されていても十分に景観法を運

用できていない可能性があると考えられる。 

 また，景観条例を担当している部署は，大きく分け

て都市計画系が35，自然環境系が4となっている。し

たがって都市計画系の部署が担当することが主流にな

っているが，対象としている地域や景観の特性は多様

であり，複数の部署が連携を図っていくことが重要で

あると考えられる。 

4 都道府県の景観条例の運用実態          

4－1 景観条例の内容 

景観条例に示されている内容は，景観法に基づく景

観計画において定められている部分（景観法委任条例

部分）と，それ以外の都道府県が必要に応じて独自に

取り決めている部分（自主条例部分）の組み合わせに

より構成されている（表2）。 

景観法委任条例部分に関しては，景観計画を策定し 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ているすべての都道府県においていずれかの行為の届

出が設定されている一方で，景観計画を策定していな

い都道府県では， 7自治体においていずれの行為の届

出も定められていない。そのため，これら7自治体に

おける景観条例は目標や方針を示すにとどまっており，

具体性に乏しく拘束力が弱いといえる。 

自主条例部分に関しては，連携支援，普及啓発，勧

告，罰則，審議会，住民協定，地域協定について示さ

れている。審議会が82％と多くの条例で定められてい

ることから，ほとんどの条例で専門家や住民など多様

な視点からの意見に基づき審査できる場が用意されて

いるといえる。また，景観条例で住民協定や地域協定

を定めている都道府県では，任意で取り決めできるた

め，地域の個々の問題に対してより柔軟性をもって，

きめ細かな対応ができると考えられる。連携支援は

62％にとどまったが，個々の景観に身近な市町村を都

道府県が広域的な視野をもって支援していくことが重

要であると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表2 都道府県の景観条例の内容    

図1 都道府県の景観条例の内容の割合 

都道府県 景観条例 景観計画 理念 責務
景観
形成
方針

指針
目標

地域 役割 基準
行為の
届出

大規模
行為の
届出

特定
行為の
届出

連携
支援

普及
啓発

助言 指導 勧告 罰則 審議会
住民
協定

地域
協定

北海道 北海道景観条例 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
青森 青森県景観条例 ● ● ● ● ● ● ● ●
岩手 岩手の景観の保全と創造に関する条例 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
山形 山形県景観条例 ● ● ● ● ● ● ● ●
福島 福島県景観条例 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
埼玉 埼玉県景観条例 ● ● ● ● ● ● ● ●
東京 東京都景観条例 ● ● ● ● ● ● ● ●
長野 長野県景観条例 ● ● ● ● ● ●
石川 いしかわ景観総合条例 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
三重 三重県景観づくり条例 ● ● ● ● ● ●
滋賀 ふるさと滋賀の風景を守り育てる条例 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
奈良 奈良県景観条例 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
京都 京都府景観条例 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
大阪 大阪府景観条例 ● ● ● ● ● ● ●
和歌山 和歌山県景観条例 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
鳥取 鳥取県景観形成条例 ● ● ● ● ● ●
岡山 岡山県景観条例 ● ● ● ● ●
熊本 熊本県景観条例 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
長崎 長崎県美しい景観形成推進条例 ● ● ● ● ● ● ●
福岡 福岡県美しいまちづくり条例 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

宮城 宮城県美しい景観の形成に関する条例 ● ● ● ● ● ●
秋田 秋田県の景観を守る条例 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
茨城 茨城県景観形成条例 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
栃木 栃木県景観条例 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
群馬 群馬県景観条例 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
千葉 千葉県良好な景観の形成の推進に関する条例 ● ● ● ● ● ● ● ●
神奈川 神奈川県景観条例 ● ● ● ●
山梨 山梨県景観条例 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
富山 富山県景観条例 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
岐阜 岐阜県景観基本条例 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
愛知 美しい愛知づくり条例 ● ● ● ●
兵庫 景観の形成等に関する条例 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
島根 ふるさと島根の景観づくり条例 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
広島 ふるさと広島の景観の保全と創造に関する条例 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
山口 山口県景観条例 ● ● ● ●
佐賀 佐賀県美しい景観づくり条例 ● ● ● ●
大分 大分県沿道の景観保全等に関する条例 ● ● ● ●
鹿児島 鹿児島県景観条例 ● ● ● ● ● ●
沖縄 沖縄県景観形成条例 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

計/39 15 33 24 13 26 5 10 28 10 21 24 19 14 18 21 7 32 13 2

有
(20)

無
(19)

景観法委任条例部分
自主条例部分
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4－2 地域指定の傾向 

景観条例における地域指定の範囲と方法を把握した。 

景観計画を策定している全ての都道府県で，景観計画

において地域の指定を行っている。また，景観計画を

策定していない都道府県では，指定したそれぞれの地

域に対して，計画を定めることとしている。 

 地域指定の範囲は，景観計画策定済みの景観行政団

体を除く地域全域を，何らかの地域として指定してい

る条例が2自治体，部分的に地域を指定しているのは

24自治体，さらにその内部に重点的に整備する地域を

指定しているのは3自治体，全く指定していないのが

13自治体であった（表3）。このことより，半数以上の

自治体において，全域ではなく主に優先して整備すべ

き地域のみを指定している傾向にあることがわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，地域指定の方法に関しては，「自然地形」，「伝

統・歴史」，「沿道・沿線」，「眺望」，「観光・拠点」，「都

市施設集積」，「その他」の7種類の組み合わせにより

地域指定が行われていることがわかった（表4）。山地

や田園，湖沼，海岸など「自然地形」のまとまりごと

に行う地域指定と，「伝統・歴史性」を考慮した地域指

定，国道や県道など「沿道・沿線」を重視した地域指

定の組み合わせが，多くの都道府県で採用されている。

岩手や福島などでは優れた「眺望景観」の形成を意識

した地域指定も行っている。また，観光上重要な地域

を指定したもの（福島や東京など）や，都市地域の集

積を指定した地域（岩手や埼玉など）が存在した。そ

の他には，住民の提案に基づいて地域を指定するもの

（埼玉，和歌山）や，県民の景観に対する意識や社会

経済情勢の変化に対応して行う地域指定（奈良）など，

柔軟な対応が可能な地域指定も存在した。 

4－3 届出対象行為 

 景観条例において，どのような行為を届出対象とし

ているのかを行為別に集計した（表5）。景観計画を策

定している都道府県の景観条例は景観計画において定

められている行為を対象とし，景観計画を策定してい

ない都道府県の景観条例は，独自の計画の中で定めら

れている行為を対象として集計した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表3 地域指定区分    

自然地形 伝統・歴史 沿道・沿線 眺望 観光・拠点 都市施設集積 その他

北海道 1 広域景観形成推進地域 景観計画 ● ●
一般地域 ● ●
重点地域 ● ● ●

山形 1 景観形成重点地域 景観計画 ● ●
福島 1 景観形成重点地域 景観計画 ● ● ● ● ●

一般課題対応区域 ● ●
特定課題対応区域 ●
景観形成推進区域 ●

景観基本軸 ● ●
景観形成特別地区 ● ●
景観育成重点地域 ● ● ● ● ●
景観育成特定地区 ●
景観形成重要地域 特別地域 ● ● ●
景観形成重点地区 ●
眺望景観保全地域 特別地域 眺望計画 ●

琵琶湖景観形成地域 琵琶湖景観形成特別地区 ● ●
沿道景観形成地区 ● ●
河川景観形成地区 ● ●

奈良 1 重点景観形成区域 景観計画 ● ● ● ●
複数の市町村の区域にわたる景観を

形成している地域
府を代表する景観を形成している地域

特定景観形成地域 ●
住民提案型景観形成地域 ● ● ●

鳥取 1 景観形成重点区域 景観計画 ● ● ●
景観モデル地区 ● ● ●
背景保全地区 ●
景観形成地域 ● ● ●

特定施設届出地区 ●
福岡 1 美しいまちづくり推進区域（市町村が指定） 美しいまちづくり計画 ●

秋田 1 沿道・沿線地域 ●
栃木 1（2） 景観形成地域 景観形成重点地区 地域景観形成計画 ● ● ● ●
群馬 1 景観形成地域 景観形成基本計画 ● ●
山梨 1 景観形成地域 景観形成基本計画 ● ● ● ●
富山 1 景観づくり重点地域 重点地域基本計画 ● ● ●

景観形成地区
（歴史的景観形成地区・住宅街等景観形成地区
まちなか景観形成地区・沿道景観形成地区）

● ● ●

広域景観形成地域
（風景型広域景観形成地域・沿道型広域景観形成地域）

● ● ●

星空景観形成地域 ●
島根 1 景観形成地域 景観形成基本計画 ● ● ●
広島 1 景観指定地域(景観モデル地域・景観形成地域） 指定地域基本計画 ● ● ● ●

沿道景観保全地区 沿道景観保全基本計画 ● ●
沿道環境美化地区 沿道環境美化基本計画 ●

沖縄 1 景観形成モデル地区 モデル地区基本計画 ● ● ● ● ●

※青森，三重，長崎，大阪，宮城，茨城，千葉，神奈川，岐阜，愛知，山口，佐賀，鹿児島は地域指定なし 計/42 23 20 23 5 7 9 8

地域指定方法
計画指定地域名種類

地域景観形成等
基本計画

景観計画

景観計画

景観計画

景観計画

景観計画

景観計画

景観計画

景観計画

景観計画

景観計画

3

大分

埼玉

東京

長野

滋賀

熊本

石川

和歌山

兵庫

2

2

3

2

2

3（1）

3（5）

2

都道府県

京都

岩手

2

2

2

岡山

表4 地域指定の方法    
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景観法で必須届出対象行為とされている建築物，工

作物，開発行為は，それぞれ 33％，28％，5％であっ

た。景観法に基づく景観計画を策定している都道府県

においても100％となっていないのは，景観法16条の

中で，第1号から第3号の必須届出対象行為の他，第

4 号に「良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれのあ

る行為として景観計画に従い，景観行政団体の条例で

定める行為」と定められているため，選択可能な届出

対象行為のみ書かれている場合があるためであると考

えられる。また，景観計画を策定していない19の都道

府県のうち，12の都道府県では，景観条例の中で届出

対象行為が設定されていない。設定されている7の都 

 

 

 

道府県における選択可能な届出対象行為は土石，鉱物，

土地の形質，木材からの組み合わせとなっている。そ

れぞれの届出対象行為の割合は，土地の形質の変更が

62％と最も多く採用されており，次いで土石の採取と

鉱物の掘採（59％）が採用されている。また，さんご

の採取，火入れを設定している都道府県は存在しない

ことがわかる。景観計画を策定していない都道府県に

比べ，景観計画を策定している都道府県の方が，多様

な項目を選択可能な届出対象行為として設定していた。 

5 総括                      

本研究では，都道府県が制定した39の景観条例を対

象とし，それらの制定状況や地域指定の方法，届出対

象行為の設定状況を整理し，都道府県の景観条例の運

用実態を明らかにした。景観法公布以降，38の景観条

例が新たに制定もしくは改正されたが，景観計画を策

定している都道府県は20にとどまっており，広域景観

においては景観法が十分に運用されていないと考えら

れる。景観条例に示されている内容をみると，景観計

画をもたない景観条例は目標や方針を示すにとどまっ

ており，具体性に乏しいと考えられる。地域指定の範

囲は，景観計画策定済みの景観行政団体を除く全域を，

何らかの地域として指定している場合と部分的に指定

している場合，さらに指定した地域内に重点的に整備

する地域をしている場合，全く指定していない場合が

存在することがわかった。また地域指定は，7種類の

方法の組み合わせによって行われていることがわかっ

た。届出対象行為は，景観計画を策定している都道府

県の方が，多様な項目を設定していることがわかった。 

本研究では景観条例の運用実態を把握したが，その

中で示されているそれぞれの項目がどのように活用さ

れているかまでは明らかにできていない。今後は，現

状の活用状況を明らかにする必要があると考える。 
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表5 届出対象行為    

図2 届出対象行為の割合 

建築物 工作物 開発行為 土地の開墾 土石 鉱物 土地の形質 木材 堆積 水面 照明

北海道 ● ● ●

青森 ● ● ● ● ●
岩手 ● ● ● ● ● ● ●
山形 ● ● ● ● ●
福島 ● ● ● ● ●
埼玉 ● ● ●
東京 ● ● ● ● ● ● ● ●
長野 ● ● ● ● ●
石川 ● ● ● ● ● ● ● ●
三重 ● ● ● ● ●
滋賀 ● ● ● ● ● ● ●
奈良 ● ● ● ● ● ●
京都 ● ● ● ● ● ● ● ●
大阪

和歌山 ● ● ● ● ● ● ● ●
鳥取 ● ● ● ● ● ● ●
岡山 ● ● ● ● ● ●
福岡 ● ● ● ● ● ● ● ●
長崎 ● ● ● ●
熊本 ● ● ● ● ● ●

宮城
秋田 ● ● ● ● ●
茨城
栃木
群馬 ● ● ● ● ●
千葉

神奈川
山梨 ● ● ● ● ●
富山
岐阜
愛知
兵庫
島根 ● ● ● ● ●
広島 ● ● ● ● ●
山口
佐賀
大分 ● ● ●

鹿児島
沖縄 ● ● ● ● ●

計/39 13 7 2 13 23 23 24 15 14 6 4

都道府県

届出対象行為

景観計画

有

無

必須届出対象行為 選択可能な届出対象行為
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